
 

平成２５年１１月１４日 

 

中小企業者等の金融円滑化に向けた貸付条件の変更等 

の取り組み状況について 

＜平成25年9月末時点＞ 

 

 

金沢信用金庫（理事長 忠田 秀敏）は、中小企業金融円滑化法の施行以降、中小企業のお

客さま及び住宅ローンをご利用のお客さまからの貸付条件の変更等のご相談に積極的に取り

組んでまいりました。また、同法が終了した平成25年3月31日以降も、お客さまからのご要

望等に対しては、これまでと変わらぬ対応で臨んでおります。 

今般、当金庫の金融円滑化への取り組み状況として、中小企業金融円滑化法に基づく「法定

報告」（※１）と、同法終了以降の「自主的な報告」（※２）を取りまとめましたので、お知ら

せいたします。 

当金庫では、今後も地域経済の発展に貢献するため、地域金融の円滑化に積極的に取り組ん

でまいります。 

 

（※１）中小企業金融円滑化法施行日（平成21年12月4日）から平成25年3月31日までに

申込みを受付した貸付債権の平成25年9月30日までの対応状況 

（※２）中小企業金融円滑化法施行日（平成21年12月4日）から平成25年9月30日までに

申込みを受付した貸付債権の平成25年9月30日までの対応状況 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 


















